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今年も11月９日に議会報告会を開催します。
多くの方の声を聴き、市政に反映させて参り
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平
成
26
年
度
決
算
　原
案
認
定

補
正
予
算
な
ど
原
案
可
決

予
算
決
算
特
別
委
員
会
を

設
置
し
て
集
中
審
議

◎
多
田　

光
廣　

○
横
川　

重
行

　

川
田　

匡
文　
　

真
鍋　

順
穗

　

松
永　

恭
二　
　

水
本　

徹
雄

　

佐
野　

大
輔　
　

神
田　

泰
孝

　

小
橋　

清
信　
　

山
本　

直
久

　

岡
田　
　

剛　
　

大
前　

誠
治

　

三
宅　

真
弓　
　

中
谷
真
裕
美

　

尾
崎
淳
一
郎　
　

加
藤　

正
員

　

藤
田　

伸
二　
　

小
野　

健
一

　

三
谷　

節
三　
　

福
部　

正
人

　

内
田　

俊
英　
　

片
山　

圭
之

　

松
浦　

正
武　
　

三
木　

ま
り

　

委
員
会
で
は
、
平
成
26
年
度

の
決
算
に
つ
い
て
、
議
長
と
議

員
選
出
の
監
査
委
員
を
除
く
次

の
議
員
を
特
別
委
員
に
選
び
延

べ
６
日
間
に
わ
た
り
審
査
し
ま

し
た
。

　
（
◎
委
員
長　

○
副
委
員
長
）

予
算
決
算
特
別
委
員
会

　

今
期
定
例
会
に
提
案
さ
れ
た
人
事

案
件
は
次
の
と
お
り
（
敬
称
略
）。

▼
人
権
擁
護
委
員

　

郡
家
町　
　
　
　
　

松
野　

幸
子

　

垂
水
町　
　
　
　
　

鈴
木
紀
美
江

　

飯
山
町
東
小
川　
　

大
池　
　

充

　

綾
歌
町
岡
田
西　
　

臼
杵　
　

實
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９
月
定
例
会

本
会
議
の

あ
ら
ま
し

本
会
議
の

あ
ら
ま
し

　
市
議
会
９
月
定
例
会
は
、
９
月
１

日
か
ら
10
月
９
日
ま
で
39
日
間
の
会

期
で
開
か
れ
ま
し
た
。

　
初
日
は
、
ま
ず
平
成
26
年
度
の
一

般
会
計
及
び
各
特
別
会
計
決
算
認
定

議
案
と
議
案
第
71
号
、
第
72
号
の
企

業
会
計
の
利
益
の
処
分
及
び
決
算
認

定
議
案
が
上
程
さ
れ
、
予
算
決
算
特

別
委
員
会
を
設
置
し
審
査
す
る
こ
と

に
な
り
、
ま
た
、
請
願
２
件
を
総
務

委
員
会
に
付
託
し
ま
し
た
。
そ
の

後
、
議
案
第
73
号
か
ら
第
82
号
ま
で

を
一
括
議
題
と
し
、
市
長
か
ら
提
案

理
由
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

　
９
月
３
日
は
、
提
出
議
案
に
つ
い

て
２
名
が
質
疑
を
行
い
、
さ
ら
に
各

常
任
委
員
会
で
詳
し
く
審
査
す
る
こ

と
と
し
ま
し
た
。

　
常
任
委
員
会
は
、
生
活
環
境
、
教

育
民
生
が
４
日
に
、
総
務
、
都
市
経

済
が
７
日
に
そ
れ
ぞ
れ
行
わ
れ
、
議

案
審
査
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
10
日
は
、
委
員
会
に
付
託
し
て
い

た
議
案
と
請
願
の
審
査
結
果
に
つ
い

て
、
議
案
は
い
ず
れ
も
原
案
承
認
、

請
願
は
い
ず
れ
も
不
採
択
と
の
報
告

が
あ
り
、
議
案
第
76
号
に
つ
い
て
１

名
が
、
議
案
第
73
号
、
議
案
第
76

号
、
議
案
第
79
号
に
つ
い
て
１
名
が

反
対
、
請
願
２
件
に
つ
い
て
不
採
択

を
求
め
る
討
論
が
１
名
、
採
択
を
求

め
る
討
論
が
そ
れ
ぞ
れ
１
名
か
ら
あ

っ
た
こ
と
に
伴
い
、
同
議
案
と
請
願

を
分
離
し
て
起
立
に
よ
っ
て
採
決
し

ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
議
案
は
す
べ

て
賛
成
多
数
で
可
決
し
、
ま
た
、
請

願
第
３
号
と
請
願
第
４
号
も
そ
れ
ぞ

れ
起
立
採
決
に
よ
り
、
す
べ
て
不
採

択
と
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
諮
問
第
２
号
「
人
権
擁
護

委
員
候
補
者
の
推
薦
」
に
つ
い
て
原

案
を
同
意
し
、
議
員
派
遣
第
３
号
に

つ
い
て
可
決
し
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
10
〜
11
、
14
〜
15
日

は
、
市
政
全
般
に
つ
い
て
19
名
が
一

般
質
問
に
立
ち
ま
し
た
。

　
予
算
決
算
特
別
委
員
会
は
、
17
日

に
総
務
、
18
日
に
教
育
民
生
、
24
日

に
都
市
経
済
、
25
日
に
生
活
環
境
の

分
科
会
が
そ
れ
ぞ
れ
行
わ
れ
、
そ
の

結
果
を
10
月
２
日
の
全
体
会
に
持
ち

寄
り
、
決
算
議
案
審
査
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

　
９
日
の
最
終
日
は
、
特
別
委
員
会

に
付
託
し
て
い
た
決
算
の
審
査
結
果

に
つ
い
て
、
委
員
長
か
ら
い
ず
れ
も

原
案
承
認
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

　
認
定
第
１
号
、
議
案
第
71
号
、
議

案
第
72
号
に
つ
い
て
１
名
が
反
対
討

論
を
行
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
同
議
案

を
起
立
に
よ
っ
て
採
決
し
、
そ
の
結

果
、
各
議
案
は
す
べ
て
賛
成
多
数
で

認
定
し
ま
し
た
。
最
後
に
議
員
派
遣

第
４
号
に
つ
い
て
可
決
後
、
今
期
定

例
会
を
閉
会
し
ま
し
た
。

人
事
案
件



































質
疑・討
論・請
願
審
査

請
願
の
審
査
結
果

討
論
討
論
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質

疑

質

疑

質

疑質
問
者
・
項
目

太
字
の
項
目
は
要
約
文
を
掲
載

個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
改
正

一
般
会
計
補
正
予
算
（
戸
籍
住
民

基
本
台
帳
事
務
費
、
地
域
型
保
育

事
業
設
置
促
進
事
業
費
、
債
務
負

担
行
為
補
正
）

三
木
　
ま
り

中
谷
真
裕
美

特
定
個
人
情
報

厳
格
な
保
護
措
置
を

小
規
模
保
育
所

開
設
ま
で
の
予
定
は

　

「
安
全
保
障
関
連
法
案
の
慎
重
審

議
を
求
め
る
意
見
書
」
の
提
出
を
求

め
る
請
願

　
　

丸
亀
革
新
懇

　
　
　

世
話
人
代
表　

佐
々
原
義
幸

「
安
全
保
障
関
連
法
案
（
戦
争
法

案
）
の
廃
案
を
求
め
る
意
見
書
の
国

会
提
出
に
関
す
る
請
願

　
　
丸
亀
地
区
労
働
組
合
協
議
会

　
　
　

退
職
者
会
会
長　

北
山
齊
伯

●
本
会
議
で
の
審
査
結
果

　

起
立
採
決
の
結
果
、
賛
成
少
数
で

不
採
択
と
し
た
。

●
討
論

　
採
択
を
求
め
る
討
論

　
　

横
川　

重
行　
　

尾
崎
淳
一
郎

　
採
択
し
な
い
こ
と
を
求
め
る
討
論

　
　

内
田　

俊
英

　

中
谷
議
員　

市
内
２
か
所
に
設
置

予
定
の
小
規
模
保
育
所
に
つ
い
て
、

設
置
場
所
、
運
営
事
業
者
、
保
育
開

始
ま
で
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
な
ど
は
ど

う
な
っ
て
い
る
の
か
。

　

こ
ど
も
未
来
部
長　

川
西
町
北
で

社
会
福
祉
法
人
浩
福
会
の（
仮
称
）小

規
模
保
育
事
業
所
桃
山
保
育
所
、
飯

山
町
下
法
軍
寺
で
株
式
会
社
ニ
チ
イ

学
館
の（
仮
称
）ニ
チ
イ
キ
ッ
ズ
飯
山

保
育
園
が
開
設
予
定
で
あ
る
。
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
は
、
事
業
者
が
施
設
の
改

修
を
行
い
、
平
成
28
年
１
月
に
事
業

者
が
市
へ
申
請
し
、
審
査
し
た
後
に

承
認
す
る
。
入
所
申
し
込
み
は
、
保

育
所
の
入
所
申
し
込
み
と
同
様
に
、

市
へ
申
し
込
む
。
そ
の
後
、
事
業
者

は
保
護
者
と
直
接
契
約
を
行
う
な

ど
、
４
月
１
日
開
設
に
向
け
、
受
け

入
れ
準
備
を
整
え
る
予
定
で
あ
る
。

　

三
木
議
員　

個
人
情
報
保
護
の
観

点
か
ら
、
運
用
は
厳
格
に
行
わ
れ
る

べ
き
と
考
え
る
が
、
条
例
改
正
で
ど

う
い
っ
た
対
応
を
取
る
の
か
。
ま

た
、
目
的
外
利
用
と
は
、
具
体
的
に

何
を
指
し
て
い
る
の
か
。

　

市
長
公
室
長　

番
号
法
で
は
制
度

面
に
お
け
る
保
護
措
置
と
シ
ス
テ
ム

面
に
お
け
る
保
護
措
置
を
と
っ
て
い

る
。
ま
た
、
条
例
で
は
、
番
号
法
に

基
づ
き
通
常
の
個
人
情
報
よ
り
も
厳

格
な
管
理
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
適
正
な
取
り
扱
い
に
つ
い
て

の
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
い
る
。

　

目
的
外
利
用
と
は
、
個
人
の
生

命
、
身
体
ま
た
は
財
産
の
保
護
の
た

め
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
の
み
限
定

さ
れ
る
利
用
で
、
本
人
同
意
か
行
方

不
明
な
ど
で
本
人
同
意
が
困
難
な
場

合
に
の
み
利
用
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

Ａ Ｑ

ＱＡ

議
案
に

賛
成
×
反
対
の

意
見
を
表
明
し
ま
す
。

議
案
第
76
号　

個
人
情
報
保
護
条
例

の
一
部
改
正

《
反
対
討
論
》
三
木　

ま
り

①
議
案
第
73
号　

一
般
会
計
補
正
予

算
（
戸
籍
住
民
基
本
台
帳
事
務
費
、

中
央
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
調
理
等
業

務
委
託
）
②
議
案
第
76
号　

個
人
情

報
保
護
条
例
の
一
部
改
正
③
議
案
第

79
号　

手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
④

認
定
第
１
号　

一
般
会
計
及
び
各
特

別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
認
定
（
人
権

問
題
推
進
活
動
委
託
料
、
ご
み
収
集

運
搬
業
務
委
託
料
、
図
書
館
窓
口
等

運
営
業
務
委
託
料
、
学
校
給
食
調
理

等
業
務
委
託
料
、
人
権
・
同
和
問
題

市
民
意
識
調
査
委
託
料
）
⑤
議
案
第

71
号
水
道
事
業
会
計
利
益
の
処
分
及

び
決
算
の
認
定
（
浄
水
場
運
転
管
理

な
ど
水
道
事
業
の
民
間
委
託
）
⑥
議

案
第
72
号　

モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走

事
業
会
計
利
益
の
処
分
及
び
決
算
の

認
定
（
家
族
連
れ
や
幼
い
子
供
た
ち

も
含
め
た
青
少
年
を
対
象
と
し
た
新

し
い
フ
ァ
ン
層
獲
得
戦
略
）

《
反
対
討
論
》
尾
崎
淳
一
郎



主
な
質
疑

一
般
会
計
補
正
予
算
な
ど

　
　
各
委
員
会
で
原
案
承
認

生
活
環
境
委
員
会

主
な
質
疑

教
育
民
生
委
員
会

主
な
質
疑

都
市
経
済
委
員
会

主
な
質
疑

総
務
委
員
会

委
員
会
審
査

　
本
会
議
で
各
常
任
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
議
案
と
請
願

は
、
４
日
に
生
活
環
境
と
教
育
民
生
、
７
日
に
総
務
と
都

市
経
済
委
員
会
が
開
か
れ
、
市
長
や
副
市
長
、
担
当
部
課

長
な
ど
が
出
席
し
、
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

　
主
な
質
疑
は
次
の
と
お
り
で
す
。

委
員
会
審
査
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○
新
規
購
入
後
の
既
存
の
消
防
ポ
ン

プ
自
動
車
は
ど
の
よ
う
な
取
り
扱
い

に
な
る
の
か

○
通
知
カ
ー
ド
の
未
送
達
分
の
再
送

代
を
何
通
と
想
定
し
て
い
る
か

○
土
器
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
の

施
設
使
用
料
に
つ
い
て

　
質
疑
の
後
、
討
論
は
な
く
、
委
員

会
に
付
託
さ
れ
た
案
件
は
す
べ
て
原

案
の
と
お
り
承
認
し
ま
し
た
。

○
産
業
振
興
支
援
補
助
事
業
で
は
、

ど
う
い
っ
た
補
助
メ
ニ
ュ
ー
の
利
用

が
多
い
の
か

○
農
業
振
興
事
業
に
対
す
る
今
回
の

補
正
は
、
当
初
予
算
で
組
め
な
か
っ

た
の
か

○
現
在
、
認
定
新
規
就
農
者
は
何
人

お
り
、
そ
の
人
た
ち
は
引
き
続
き
丸

亀
市
で
就
農
し
て
く
れ
る
予
定
な
の

か
　

質
疑
の
後
、
討
論
は
な
く
、
委
員

会
に
付
託
さ
れ
た
案
件
は
す
べ
て
原

案
の
と
お
り
承
認
し
ま
し
た
。

○
介
護
保
険
特
別
会
計
の
繰
越
金
は

毎
年
ど
の
程
度
か

○
飯
野
青
い
鳥
教
室
の
整
備
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
は

○
富
熊
小
学
校
放
送
室
改
修
事
業
の

内
容
は

○
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
調
理
等
業
務

に
つ
い
て
、
民
間
委
託
が
財
政
面
で

適
正
か
、
第
三
者
委
員
会
に
よ
る
検

証
は
行
わ
れ
て
い
る
の
か

○
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
チ
ケ
ッ
ト
シ
ョ
ッ

プ
西
予
に
職
員
は
配
置
す
る
の
か

○
特
定
個
人
情
報
の
開
示
請
求
権
者

が
任
意
代
理
人
に
ま
で
拡
大
さ
れ
る

理
由
は

○
個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
市
の
責

任
体
制
は

○
ふ
る
さ
と
丸
亀
応
援
寄
附
金
の
返

礼
割
合
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か

　
質
疑
の
後
、
議
案
第
76
号
に
つ
い

て
、
危
険
な
番
号
法
を
す
ぐ
に
実
施

す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
た
め
反

対
す
る
と
の
討
論
が
あ
り
、
挙
手
採

決
の
結
果
、
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た

議
案
は
す
べ
て
承
認
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
請
願
第
３
号
、
第
４
号
に

は
、採
択
と
不
採
択
の
討
論
が
あ
り
、

挙
手
採
決
の
結
果
、
可
否
同
数
の
た

め
、
委
員
長
採
決
に
よ
り
請
願
は
不

採
択
と
し
ま
し
た
。

○
認
定
こ
ど
も
園
で
午
後
２
時
ま
で

利
用
す
る
子
と
２
時
以
降
も
利
用
す

る
子
の
部
屋
の
分
け
方
に
つ
い
て

○
川
西
町
北
の
「
あ
か
ち
ゃ
ん
う
さ

ぎ
」
と
放
課
後
子
ど
も
教
室
「
華
キ

ッ
ズ
」
を
改
修
し
て
、
新
た
に
小
規

模
保
育
事
業
所
を
設
置
す
る
と
の
こ

と
だ
が
、
現
在
行
っ
て
い
る
そ
れ
ら

の
事
業
は
今
後
ど
う
な
る
の
か

　
質
疑
の
後
、議
案
第
73
号
の
う
ち
、

第
三
者
に
よ
る
民
間
委
託
の
財
政
面

の
検
証
が
行
わ
れ
て
い
な
い
た
め
反

対
す
る
と
の
討
論
が
あ
り
、
挙
手
採

決
の
結
果
、
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た

議
案
は
す
べ
て
承
認
し
ま
し
た
。
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